
障害者自社雇用サポート　技術指導受入とは？

法定雇用義務の達成に向けて障害者の自社雇用を推
進するためには、社内理解の促進や障害配慮の環境・
体制作りを行う必要があります。しかし多くの企業は
ハードルの高さを感じています。「働く意欲を持つ障害の
ある障害者」「障害者を雇用したい企業」の両者を結び、
御社所属の障害者が業務を進めていくために必要なス
キルを、ローランズが東京原宿及び神奈川県横須賀に
て技術指導受け入れをさせて頂きます。

私たちは、貴社の直接雇用障害者を受け入れ

花栽培・花束制作を行うフラワースタッフの技術指導受入を行っています

課題：障害者雇用を行いたいが、受入体制準備や業務切出が難しい

障害者自社雇用サポート フラワースタッフ技術指導受入のご案内
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東京都原宿または横須賀市にある 600坪のローランズファーム
で栽培及び花束制作の技術指導を行います。
住所：神奈川県横須賀市長井 1-732 ローンズファーム横須賀内
　　　（三崎口駅よりバス20分、横須賀中央駅よりバス30分）

＜業務に対する指導内容参考＞
・花栽培/制作に関する座学

・花栽培/制作に関する実技

・土作りや肥料作成に関する実技

・花束出荷に関する指導

・花のメンテナンスに関する指導

・その他関連実技

＜業務内容＞

種まき、水やり、除草作業、害虫対策、葉の間引き、収穫、土の肥料作り、栽培ライン作り、花

の水揚げ、花の品質管理、花束の作成、ラッピング、発送準備

＜稼働時間＞

9時00分～16時00分のうち実働4-6時間

＜稼働曜日＞

月〜金

障害者の仕事内容は？

どんなところで作るの？(受入場所)

御社で使用するお花を栽培し、入社祝いや誕生日の花束を制作
する、御社所属の障害者スタッフです。

フラワースタッフとは
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＜通年の収穫物 -花＞

 ダリア・・・ ・・・ 1月〜2月：栽培期　   3月〜5月  ：収穫

 ひまわり・・・・・   5月〜6月：栽培期　   6月〜8月  ：収穫

 マリーゴールド・・   8月～9月：栽培期　   9月〜11月：収穫

 キンセンカ・・・・10月〜2月：栽培期　  12月〜3月 ：収穫

◎気候や栽培期状況により出荷がない時期も発生する可能性あり

◎年間最大  2,000本 予定 ◎季節の花各種年間500本前後×4種（天候などにより変動あり）

花栽培では、どんな花が収穫できるの？　

収穫したお花で、どんな成果物ができるの？　

横須賀で栽培した花を使用し、花束に加工します  
（従業員の誕生日、入社・退職、贈答用）

◎5,000円程度の花束で30束以内目安  
（花の大きさにより1束に6～10本前後）

※別途：ラッピング・補助花材費、配送先への送料がかかります

＜その他の受け取りパターン＞

・収穫した花をオフィスに飾る  
・摘み取り体験に活用する（社内行事や一般体験受入など）


